
埼玉県中小企業高度人材支援事業における人材紹介事業者登録要領 

 

第１ 目的 

 県内の中小企業が新たな事業展開を行うために必要なプロフェッショナル人材の活用

を支援することを目的とする埼玉県中小企業高度人材支援事業（以下「支援事業」とい

う。）における人材紹介事業者の登録について、必要な事項を定めるものである。 

 

第２ 用語の定義 

 この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ定めるとおりとする。 

（１）プロフェッショナル人材 新たな商品・サービスの開発、その販路の開拓や、

個々のサービスの生産性向上などの取組を通じて、企業の成長戦略を具現化してい

く人材 

（２）埼玉県プロフェッショナル人材戦略マネージャー 内閣府事業として県が設置す

る埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点（以下「戦略拠点」という。）の代表者

であって、県内中小企業におけるプロフェッショナル人材の活用を支援するもの

（以下「マネージャー」という。） 

（３）登録人材紹介事業者 職業安定法（昭和２２年法律第１４１号。以下「法」とい

う。）第３０条第１項の許可を受けている有料職業紹介事業者であって、この要領

により知事の登録を受けたもの 

（４）人材紹介手数料 法第３２条の３第１項各号に定める手数料 

 

第３ 登録申請 

申請に当たっては、様式第１号に必要事項を記載し、以下の（１）から（８）までの

書類を添えて提出するものとする。 

（１）有料職業紹介事業許可証の写し 

（２）有料職業紹介事業者の概要が分かるもの（パンフレットなど） 

（３）求職及び求人の申込方法など、業務運営の手法等が分かるもの（求人・求職票の 

  様式及び申込手順が分かるものなど） 

（４）個人情報の管理に関するもの（個人情報保護方針など） 

（５）有料職業紹介の実施状況及び今後の取組方針について（様式第１号 別添） 

（６）人材の円滑な定着のための取組について（様式第１号 別添） 

（７）宣誓書（様式第２号） 

（８）その他知事が必要と認める書類（求めがあった場合） 

 

第４ 登録人材紹介事業者の遵守事項 

 登録人材紹介事業者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。 

（１）取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理

のために必要な措置を講じること。 

（２）支援事業に伴うプロフェッショナル人材の紹介活動状況について、戦略拠点の定

める様式により、知事及びマネージャーに報告すること。また、支援事業に必要が

ある事項について知事が報告を求めた場合、対応すること。 

（３）戦略拠点との連携に必要な会議等に参加すること。また、中小企業から要望があ



った場合、マッチングやフォローアップに当たり、戦略拠点と連携すること。 

（４）法第３２条の６に定める許可の有効期間の更新又は法第３２条の７第１項に定め

る変更の届出をした場合等、登録事項に変更が生じた場合、速やかに様式第３号に

より知事に報告すること。 

 

第５ 登録 

 申請内容を審査の上、知事が登録の可否を決定し、様式第４号により結果を申請者に

通知するものとする。 

 

第６ 登録の取消 

 次のいずれかに該当するときは、知事は登録を取り消すことができる。 

（１）不正な行為があると知事が認めたとき。 

（２）正当な理由なく第４に定める遵守事項を怠ったとき。 

 

第７ 登録の有効期間 

毎年度末までを有効期間とする。ただし、意向を確認の上、延長することができる。 

 

第８ 有効期間の延長 

 第７に定める登録の有効期間の延長を希望するものは、様式第５号により延長の意向 

を表明した上で、以下の（１）から（４）までの書類を添えて提出するものとする。 

（１）有料職業紹介事業許可証の写し 

（２）個人情報の管理に関するもの（個人情報保護方針など） 

（３）宣誓書（様式第２号） 

（４）その他知事が必要と認める書類（求めがあった場合） 

 

第９ その他 

 この要領に定めるもののほか、登録に関して必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附 則 

 この要領は、平成２７年１１月６日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和２年６月５日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和５年５月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和８年３月３日から施行する。 

  



様式第１号 

人材紹介事業者登録申請書 

令和  年  月  日 

（宛先） 

 埼玉県知事 

  

                       所在地（〒 －  ） 

                        

                       名 称 

                       代表者 職 ・ 氏名 

 

 埼玉県中小企業高度人材支援事業における人材紹介事業者登録要領第３に基づき、次の 

とおり申請します。 

 

１ 申請者の概要 

埼玉県プロフェッショナル

人材戦略拠点との連絡窓口 

担当部署名  

所在地（〒   －    ） 

電話番号   －   －     

ＦＡＸ    －   －     

E-mail  

HP アドレス  

人材紹介の別 常勤雇用   ・   副業・兼業 

有料職業紹介 

事業許可番号 

 

（有効期間 令和  年  月  日まで） 

事業者の特徴 

（登録人材の状況等） 

 

 

人材紹介手数料の概要 

（着手金・成功報酬等） 

 

 

 ＊登録事業者名は埼玉県ホームページで公開します。 

 

２ 担当者連絡先 

所属・職・氏名  

住所 〒  －     

電話・FAX     －    －         －    －    

E-mail  

 

３ 添付書類 

（１）有料職業紹介事業許可証の写し 

（２）有料職業紹介事業者の概要がわかるもの（パンフレットなど） 

（３）求職及び求人の申込方法など、業務運営の手法等が分かるもの（求人・求職票の様式 

  及び申込手順が分かるものなど） 



（４）個人情報の管理に関するもの（個人情報保護方針など） 

（５）有料職業紹介の実施状況及び今後の取組方針について（様式第１号 別添） 

（６）人材の円滑な定着のための取組について（様式第１号 別添) 

（７）宣誓書（様式第２号） 

（８）その他知事が必要と認める書類（求めがあった場合） 

 

  



様式第１号 別添 

 

有料職業紹介の実施状況・取組方針について 

 

１ 有料職業紹介の実施状況 

 求職（人材） 求人（企業） 

（１）登録件数 

( 年 月現在) 

 

            件 

 

            件 

（２）実施状況 

  ・取組方針 

プロフェッショナル人材に関する

実施状況・取組方針 

（１）登録 

 

 

 

（２）マッチング・採用 

 

 

 

（３）取組方針 

 

 

 

県内企業に関する実施状況（件数

等） 

（１）登録 

 

 

 

（２）マッチング・採用 

 

 

 

２ 人材定着のための取組状況 

 求職者向け 企業向け 

（１）採用前  

 

 

 

（２）採用後  

 

 

 

 

  



様式第２号 

 

宣  誓  書 

 

（宛先） 
 埼玉県知事 

  

               所    在    地 （〒   －    ） 

                          

                名  称 

                代表者 職 ・ 氏名                  

 

 埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点事業に係る登録人材紹介事業者の登録にあた

り、登録要領第４に定める事項を遵守するとともに、下記に記載した事項に相違ないこと

を宣誓します。 

 

記 

 

 私は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員である役職員を有する者

若しくはそれらの利益となる活動を行う者ではありません。 

  



様式第３号 

人材紹介事業者登録事項変更届 

 

令和  年  月  日 

 

（宛先） 

 埼玉県知事 

  

                  所在地 （〒   －    ） 

                        

                  名 称 

                  代表者 職 ・ 氏名                

 

 埼玉県中小企業高度人材事業における人材紹介事業者の登録事項に下記のとおり変更があ

りましたので、報告します。 

 

記 

 

１ 変更事項 

 

２ 変更年月日 

 

 

 

 

  



様式第４号 

 

          第       号 

          令和  年  月  日 

 

          様 

 

 

                             埼玉県知事（公印省略） 

 

埼玉県中小企業高度人材支援事業における 

人材紹介事業者の登録（認定・不認定）について（通知） 

 

 令和 年 月 日付で提出のありました「人材紹介事業者登録申請書」については、審

査の結果、あなたは登録の要件を（満たしている・満たしていない）と認められますの

で、あなたを埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点に登録する登録人材紹介事業者とし

て（認定・不認定）とします。 

 

  



様式第５号 

登録期間の延長に関する意向確認書 

 

令和  年  月  日 

 

（宛先） 

 埼玉県知事 

  

                   所在地 （〒   －    ） 

                        

                   名 称                  

                   代表者 職 ・ 氏名               

 

 埼玉県中小企業高度人材事業における人材紹介事業者の登録期間の延長を（希望します・希

望しません）。 

 

 登録期間：  年  月   日 ～    年  月    日 

 

 

 希望する場合は、以下の書類を添えて提出してください。 

 （１）有料職業紹介事業許可証の写し 

 （２）個人情報の管理に関するもの（個人情報保護方針など） 

 （３）宣誓書（様式第２号） 

 （４）その他知事が必要と認める書類（求めがあった場合） 

 


